
 

阪神間都市計画学校の変更（素案）について 

 

１. 概 要 

 既に都市計画決定している「鳴尾第５小学校（甲子園浜小学校）」「鳴尾第３中学校（浜甲子園中学校）」

「西宮東高等学校」の変更を行い、その他の西宮市立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校を

都市計画学校として位置づける。 

 

 

２. 根拠法令など 

 ① 都市計画法第十三条（都市計画基準）  

十一 都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置

に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。

この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なく

とも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住

居地域及び田園住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。 

 

  ② 都市計画運用指針 [国土交通省 令和 2年 9月 11版] 

Ⅳ－２－２ 都市施設 

   Ⅱ）施設別の事項 Ｅ．教育文化施設、社会福祉施設  

１．教育文化施設、社会福祉施設の都市計画の考え方 

都市生活にとって必要不可欠なサービスである、教育文化、医療、社会福祉の各施設の計画的配置

及びその整備は極めて重要であり、必要に応じてこれら都市施設を都市計画に定めることが望ま

しい。とりわけ、都市全体あるいは地域にとって必要性又は公益性が高い施設、あるいは、地方公

共団体等から支援を行うもの等については、積極的に都市計画決定することが考えられる。 

 

 ③ 学校教育法 

第四章 小学校 

〔小学校の設置義務〕 

第三八条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければ

ならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれ

に代えることができる。 

第五章 中学校 

〔準用規定〕 

第四九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条

までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第

四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。 
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 ④ 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針 [文部科学省] 

    公立の義務教育諸学校等施設（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（昭和33

年法律第 81号。以下「法」という。）第 11条第 1項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以

下同じ。）は、児童生徒等の学習・生活の場であり、公教育を支える基本的施設となっている。地

域住民にとっては、生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動の場として利用される身近な公

共施設であるとともに、災害発生時には地域の避難所としての役割を果たす多機能かつ重要な施

設となっている。 

このような公立の義務教育諸学校等施設の役割を踏まえ、児童生徒等の安全を守り、安心で機能

的かつ豊かな教育環境を確保するとともに地域住民の安全と安心の確保に資することを目的とし

て、地方公共団体の創意工夫を活かしながら公立の義務教育諸学校等施設の整備を着実に進めて

いく必要がある。 
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３. 都市計画の変更を行う学校  

 

    ( )内が変更後の学校名。 

 

 

４. 都市計画に追加する学校 

 

番号 学校名 位置 内容
1 鳴尾第５小学校（甲子園浜小学校） ⻄宮市古川町 学校名、面積の変更
2 鳴尾第３中学校（浜甲子園中学校） ⻄宮市古川町 学校名、面積、区域の変更
3 ⻄宮東⾼等学校 ⻄宮市古川町 面積の変更

番号 学校名 位置
4 浜脇小学校 ⻄宮市浜脇町
5 香櫨園小学校 ⻄宮市中浜町
6 安井小学校 ⻄宮市安井町
7 夙川小学校 ⻄宮市久出ケ⾕町
8 北夙川小学校 ⻄宮市⽯刎町
9 苦楽園小学校 ⻄宮市苦楽園⼆番町
10 大社小学校 ⻄宮市桜⾕町
11 神原小学校 ⻄宮市神原
12 甲陽園小学校 ⻄宮市甲陽園本庄町
13 広田小学校 ⻄宮市愛宕⼭
14 平木小学校 ⻄宮市平木町
15 甲東小学校 ⻄宮市神呪町
16 上ケ原小学校 ⻄宮市上ケ原⼆番町
17 上ケ原南小学校 ⻄宮市上ケ原九番町
18 段上小学校 ⻄宮市段上町７丁⽬
19 段上⻄小学校 ⻄宮市段上町２丁⽬
20 樋ノ口小学校 ⻄宮市樋ノ口町２丁⽬
21 ⾼木小学校 ⻄宮市⾼木⻄町
22 ⾼木北小学校 ⻄宮市薬師町
23 瓦木小学校 ⻄宮市大屋町
24 深津小学校 ⻄宮市深津町
25 瓦林小学校 ⻄宮市瓦林町
26 上甲子園小学校 ⻄宮市甲子園口５丁⽬
27 津門小学校 ⻄宮市津門呉⽻町
28 春風小学校 ⻄宮市上甲子園３丁⽬
29 今津小学校 ⻄宮市今津⼆葉町
30 用海小学校 ⻄宮市用海町
31 鳴尾小学校 ⻄宮市鳴尾町５丁⽬
32 南甲子園小学校 ⻄宮市南甲子園３丁⽬
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      （※1）、（※2）：都市計画学校への位置付けに伴い、浜脇中学校と重複する都市計画公園宮前

公園、今津中学校と重複する都市計画公園二葉公園の廃止を行う予定。 

      （※3）：令和 3年 9月 1日より、西宮養護学校は西宮支援学校に名称変更。 

 

番号 学校名 位置
33 ⾼須小学校 ⻄宮市⾼須町１丁⽬
34 ⾼須⻄小学校 ⻄宮市⾼須町２丁⽬
35 鳴尾東小学校 ⻄宮市笠屋町
36 鳴尾北小学校 ⻄宮市学⽂殿町２丁⽬
37 小松小学校 ⻄宮市小松東町１丁⽬
38 ⼭口小学校 ⻄宮市⼭口町下⼭口４丁⽬
39 北六甲台小学校 ⻄宮市北六甲台５丁⽬
40 名塩小学校 ⻄宮市名塩２丁⽬
41 東⼭台小学校 ⻄宮市東⼭台２丁⽬
42 生瀬小学校 ⻄宮市生瀬町２丁⽬
43 浜脇中学校（※1） ⻄宮市宮前町
44 大社中学校 ⻄宮市神原
45 苦楽園中学校 ⻄宮市苦楽園三番町
46 上ケ原中学校 ⻄宮市上ケ原九番町
47 甲陵中学校 ⻄宮市上甲東園２丁⽬
48 平木中学校 ⻄宮市平木町
49 甲武中学校 ⻄宮市樋ノ口町１丁⽬
50 瓦木中学校 ⻄宮市薬師町
51 深津中学校 ⻄宮市深津町
52 上甲子園中学校 ⻄宮市上甲子園４丁⽬
53 今津中学校（※2） ⻄宮市今津⼆葉町
54 真砂中学校 ⻄宮市今津真砂町
55 鳴尾中学校 ⻄宮市甲子園⼋番町
56 鳴尾南中学校 ⻄宮市⾼須町１丁⽬
57 ⾼須中学校 ⻄宮市⾼須町２丁⽬
58 学⽂中学校 ⻄宮市学⽂殿１丁⽬
59 ⼭口中学校 ⻄宮市⼭口町上⼭口２丁⽬
60 塩瀬中学校 ⻄宮市名塩木之元

総合教育センター付属⻄宮浜
義務教育学校

62 ⻄宮⽀援学校（※3） ⻄宮市甲子園春風町

61 ⻄宮市⻄宮浜４丁⽬
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５. 位 置 図 
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６. 学校の配置・規模等 

児童、生徒数は、将来的に減少が見込まれるが、今後、学校施設の多面的な有効活用等の検討を進める

ことにより、現在の学校の位置・面積等を維持していく考えであることから、すべての市立小中学校等を

現状の配置・規模で都市計画に位置付ける。 

 

 

７. 今後の予定（案） 

 

 

1月25日
〜 2月  8日

6月10日
 〜6月24日

 ９月上旬
〜９月下旬

   意見ありの場合

市都市計画審議会（方針案報告）

「学校」の都市計画での位置付け
に係る市の方針 策定

令
和
３
年
度

4月

令
和
2
年
度

12月25日

6月7日 市都市計画審議会（素案報告）

素案 閲覧

8月下旬 市都市計画審議会（付議）

縦覧（2週間）

10月中旬 決定告示

11月中旬 市都市計画審議会（付議）

12月上旬 決定告示

方針案 閲覧
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